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主な学校形態の概要について 

【参考】 

 

 魅力ある学校づくりを目的とした学校再編の取組において、今後、新たな学校形態の導入

も含め検討していく予定です。 

 主な学校形態の概要については、以下のとおりです。 

 

１ 小中一貫型小学校・中学校及び義務教育学校 

（１）小中一貫教育制度のおける形態 

   小中一貫教育制度において、「小中連携教育」及び「小中一貫教育」の関係を整理する

と、下図のようになります。 
 
  ・本市における小中一貫教育は、「小中連携教育」に該当します。 

  ・「小中一貫教育」は、「小中連携教育」のうちの一つであり、小中一貫教育を行う学校

は、「小中一貫型小学校・中学校」と「義務教育学校」に分けられます。 

・施設の形態は、小中一貫型小学校・中学校、義務教育学校のいずれの学校も、施設分離

型や施設隣接型、施設一体型といった形態は問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設の形態 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育学校

一人の校長の下、一つの教職員組
織が置かれ、義務教育９年間の学
校目標を設定し、９年間の系統性
を確保した教育課程を編成・実施
する学校

組織上独立した小学校及び中学校
が一貫した教育を施す形態で、そ
れぞれに校長、教職員組織を有す
る学校

小中連携教育

小中一貫教育

小中一貫型小学校・中学校

小・中学校段階の教職員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小
学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中連携教育のうち、小・中学校段階の教職員が、目指す
こども像を共有するとともに、９年間を通じた教育課程を
編成し、系統的な教育を目指す教育

いずれの学校も施設の形態(分離型、隣接型、一体型)は問わない

資料３ 

同じ敷地だが、校舎が離れている敷地が離れている

同じ敷地で、
校舎が一体化している

敷地が隣接している

分離型 隣接型 一体型
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２ 小規模特認校 

  小規模特認校制度は、学校選択制の一つである特認校制を小規模校で実施するもので、

特定の学校を「特認校」として市が指定し、少人数での教育の良さを生かした、きめ細や

かな指導や特色ある教育を行うものです。 

  このような環境での教育を保護者や児童生徒が希望する場合は、従来の通学区域を残し

たままで、学校選択制の一つとして市内のどこからでも就学を認めるものです。 

 

※Ｃ小学校が「小規模特認校」の場合 
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３ 学びの多様化学校 

  学びの多様化学校とは、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育課程の編成が文部

科学省で認められている学校です。 

  独自の教科を新設したり、授業時間数を柔軟に調整したりできる点が特徴です。 

  一般の小学校・中学校、高等学校と同様に卒業資格が得られます。 
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